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市長等特別職及び議員の期末手当引き上げ=お手盛りに反対！
まずは低賃金の会計年度職員の賃金・手当の大幅引き上げを！

健康保険証廃止はやめよ！請願採択に賛成

　多くの市民が物価高騰と実質賃金減少の影響を受け、生活が大変な状況
にあります。すでに高額である市長をはじめとした特別職、市議会議員な
どの報酬・手当引き上げを自ら提案し決定する事を市民はどう思うでしょ
うか。お手盛りはやめ、低い賃金・収入にあえぐ人々の生活を底上げする
こと、一般職や会計年度任用職員の待遇改善を優先すべきです。

　政府は現行の健康保険証を2024年秋に廃止しマイナ保険証に一本化す
る方針です。しかし、マイナ保険証での受診によるトラブルが続出し、多く
の患者、国民に不安を抱かせており、10月時点で、マイナ保険証利用は
4.49％であり、4月の6.3％から6か月連続で低下したと報じられました。
紙の健康保険証廃止を強行すれば、大混乱は必至です。今すぐに撤回すべ
きです。本議会として国に対し意見書を提出することは市民福祉実現に必
要ですので請願は採択すべきです。

公共交通の充実、高齢者に無料乗車証を！
　福島県警発表では、2019年から2023年10月までにブレーキとアクセル
の踏み間違えが原因で死者や重傷者が出た事故は26件、内8割以上の21件
が「65歳以上の高齢ドライバー」でした。昨年福島市で97歳のドライバー
が暴走した事故では、5人が死傷しています。その状況下でも運転免許返
納が進まないのは、「免許返納後の生活の不安」＝バス路線が次々に廃止
されている中で生活の足がなくなってしまう心配があるからです。これに
対して「どこの家にも車がある」「ライドシェアが可能になる」「向こう三
軒両隣で協力し合うことが重要」「高齢者にばかり金をかけられない」
「バス路線空白地域の市民に利益がなく不公平」「デマンド交通利用が増
えている」などの答弁や意見がありましたが、そうでしょうか。今重要なこ
とは、高齢や障害のある方をはじめ市民の移動を最大限確保できるように
し、命と安全を守るために公共交通を充実させていくことだと考えます。
どの交通手段を利用するかを選択できる制度にすれば便利になります。こ
の間のバス路線廃止拡大の中で、市の負担は大幅に減少しており「高齢者
無料乗車証交付」によって財政負担が増すことにはなりません。
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11月29日から12月14日まで、12月定例会が行なわれ、
私は12月8日に一般質問いたしました。

12月8日
一般質問

れいわ虹の会リポート No.2

　市議会においても市民の知る権利が保障されるよう、
今後、開かれた議会をさらに求めていきます。

1 子どもたちが育つ環境整備の充実について
2 福祉の充実について
3 いじめ問題等について
4 地域循環バス等について
5 市の取材対応について

1 子どもたちが育つ環境整備の充実について
2 福祉の充実について
3 いじめ問題等について
4 地域循環バス等について
5 市の取材対応について

2023年4月から、PTA雇用から会計年度任用職員となったが、現在の学校
司書の勤務時間、給与はPTA雇用時と比べて改善された点、改善されな
かった点は？

通年雇用で週25時間勤務とした。2022年度までは各PTAが雇用してお
り、現在は市の雇用であるため、勤務時間や給与の比較は困難。

PTA雇用時に短時間勤務、報酬の低さから昨年度末で司書を辞めてし
まった方もいる。会計年度任用職員となって以降、業務と労働時間につい
てアンケートを実施したのか？

現在、市立学校に勤務する全ての学校司書を対象にアンケートではなく、
業務内容について毎日オンラインでの報告を求めている。今後において
は、人事評価においてヒアリングを行うだけではなく、業務内容や勤務時
間についてのアンケートの実施を検討していく。

司書は本を貸し返却の対応だけではなく、様々な困難を抱えた子どもたち
にとって大切な居場所づくりにも果たしている役割は大きい。現状の勤務
時間では業務量が追い付かず、子どもたちのために役割を果たすことが
出来ないと思うが見解は？

今年度の勤務状況等の実績を踏まえながら、学校司書の役割が十分に発
揮されるよう、文部科学省が策定した第6次「学校図書館図書整備等5か
年計画」を踏まえ、改善を図っていく。

Q

Q
A

A

Q

A

学校司書について

特別支援教育補助員、学校生活支援員の勤務時間、給与、業務内容は？

勤務時間について、学期雇用の補助員等55名は週32.5時間勤務、通年雇
用の補助員等45名は週29時間。特別支援教育補助員の業務内容は、授業
における児童生徒の補助、学校生活支援員の業務内容は別室登校をして
いる児童生徒への相談や世話などのサポートを行なっている。

学級担任と補助員、支援員の打ち合わせ等の時間の確保が難しいとの声
があるが、丁寧な支援に向けどのように取り組んでいるのか？

本市教育委員会では、年間3回実施している特別支援教育補助員・学校生
活支援員研修会において、連絡ノートや日誌の活用、授業後の情報交換等
により支援方法について学級担任と共通理解を図るよう指導・助言に当
たっている。
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特別支援学級の補助員等について

東部地区をはじめ、特にニーズが高い地域でも開設要望が年々高まって
いるにも関わらず、事業経営がどこも厳しい。開設に手を挙げる団体が出
てきていない状況を変えるために、放課後等デイサービス事業経営安定
化のための財政支援が必要では？

現在、53事業所が開設されており、児童発達支援管理責任者54人、児童指
導員84人、保育士92人、看護職員54人、理学療法士13人、作業療法士9人、
言語聴覚士8人、その他の従業員32人、計346人従事。報酬は、国が3年毎に
見直し2024年からの報酬改定にむけて国の動向を注視し対応していく。

放課後等デイサービスの事業所が１つもない地域には、直営などの市の
運営で事業を開始すべきでは？

放課後等デイサービスの新規開設には民間事業者の独創性を発揮したサー
ビス提供を実施するのが望ましい。今後は新規開設を希望する事業者に対
して保護者のニーズを丁寧に説明し、開設の案内を行うなど利用者ニーズに
対応できるよう努めていく。
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東部地区の放課後等デイサービスの設置について

様々な障がいを抱えている方にとってワンストップで支援の申請が出来る
ように保健所管轄の申請と障がい福祉課の窓口を一本化してはどうか？

現状、障がい福祉課35名、保健・感染症課の精神難病係15名が業務を行なっ
ている。障がい関係窓口を一本化し集約して業務を行うとなると50人程度の執
務室と障がいの状況や特性に配慮した窓口や相談室などの物理的スペース
が必要になる。現在の体制で環境を変えず、双方の窓口での手続きが必要な
場合はオンライン相談を取り入れることで充分対応できると考えている。

Q
A

障がい関係の窓口の一本化について

文書を受け取った市民から「文字が小さく見辛い」「点字の文書を作り配
布されていることを当事者に届くように徹底してほしい」「お役所言葉で
分かりにくい」と声があるが、視覚、精神、知的障がいなどの方が自ら理
解できるように、どんな配慮をしているのか？

今回の申請について、限られたスペースに申請に不可欠な情報を掲載したた
め、文字の大きさや表現が一部理解し辛い点があった。今後は点字や音声
コードを活用するなど、障がい者や高齢者の方 の々様 な々状況や特性に配慮
するとともに、市民の皆様に分かりやすい文書の作成に努めていく。
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物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援事業について

「子どもの権利条約」の観点を含め、いじめを受けた子ども、いじめを行
なった可能性のある子どもへの指導及び保護者への一般的な対応につい
て教育委員会の見解は？ 

いじめがあったことが確認された場合、学校では教職員間での情報共有、迅
速ないじめを止める措置、いじめを受けた側を必ず守り通すという姿勢で、児
童生徒への適切な支援と保護者への丁寧な説明に努めている。いじめを行
なった側においては毅然とした態度で児童生徒へ指導し、保護者に対して事
実の説明や具体的な助言を行い、必要に応じて関係機関と連携を取りながら
支援にあたっているところである。各学校に配布した「子どもの権利条約」を活
用することにより、児童生徒の人権意識の高揚を図っていく。
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いじめ問題に対する対応について

1人のカウンセラーが複数の小・中学校を掛け持ちしている。子どもたち
が抱える問題や悩みを減らすため増員が必要だと思うが？ 

2023年度は、県採用23名、市採用16名、のべ39名を学校規模や相談実績に
応じ、勤務時間等を考慮して配置している。緊急に心のケアが必要になった児
童生徒には県教育委員会と連携し、県の緊急スクールカウンセラーの派遣要
請の体制を整えている。今後も教育相談体制の充実化のために、学校の要望
を踏まえ増員等について国や県に要望していく。

Q
A

1校に1人のスクールカウンセラー配置を

「予約制で使いにくい」「電話しても繋がらないことがある」
市民が使いやすい制度に根本から変更を。

交通事業者の運行事業等について、法律上、地方自治体からの意見を聞く義
務はない。「郡山総合都市交通戦略協議会」において関係者の連携・協力のも
と取り組んでいる。2019年から2021年にかけ市内16か所のバス路線廃止に
伴い現在10地区で乗り合いタクシーを運行。乗り合いタクシーの運行改善に
ついては、令和4年度2,370万円の予算で地域の懇談結果等を踏まえ改善を
行なってきた。技術革新の動向も踏まえ移動の自由を最大限確保できるよう
に、増員等について国や県に要望していく。

Q

A

デマンドタクシーの制度変更について

2級以上の身体障がいの方を対象に、年間15,000円分のタクシー券かガソリン
代が支給されているが、ノルカへの転用が出来るように制度を変更しては？ 

バス利用を助成対象に加えることは、対象の方 の々経済的負担の軽減、利便
性の向上につながるものと考えている。バス利用を対象に加えるためバス事業
者と実施に向けた協議を進めていく。

Q
A

身体障がい者のタクシー券等の使途の拡大を

9月定例会でフリージャーナリストが市議会の傍聴したが、動画だけでは
なく静止画すら撮影が出来ない状態だった。議会だけではなく、全ての課
においてフリーのジャーナリストは取材が出来ないのか？市の取材対応と
受け入れについて方針があるのか？

本市においては、報道の為の「取材の自由」を充分尊重し、取材の申し込みが
あった場合は「庁舎の保全、秩序の維持又は公務の円滑な執行に支障を
きたす行為」に該当しない限り、取材を希望する方の所属の如何を問わず、
身分、取材の趣旨や内容などをお伺いしたうえで適切に対応しているところで
ある。

Q

A

市の取材対応について

ピアサポートが広がるように、
マッチングの仕組みを
市が率先して取り組むべき。

今後において地域や社会が
幸せや豊かさを感じられる
「Well-being(ウェルビーイング)」の
視点に立ち、県と連携して精神障がい者ピアサポーターの皆様が地域で活
躍できる場の創出に努めていく。

Q

A

ピアサポーターについて
(自らの経験を活かし、ピア＝仲間として支えあう活動をする方々)

ピアサポーター登録者数

福島県全体

うち郡山市

協力事業所数

４１

１１

登録者数

７０人

２２人


